
き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
ニ
付
起
請
文
前
書
之
事 

一
私
義
妻
子
共
ニ
終
ニ
き
り
し
た
ん
宗
旨
ニ
不
罷
成 

一
向
宗
市
場
村
正
龍
寺
旦
那
ニ
而
御
座
候 

度
々
御
改
被
成
去
々
年
茂
去
□年

も
書
物 

仕
彼
寺
之
旦
那
紛
無
御
座
候
旨
証
文
□ 

記
差
上
申
処
ニ
今
度
従 

広
儀
御
法
度 

稠
敷
被 

仰
出
ニ
付
而
又
右
之
寺
之
住
持 

此
記
請
文
裏
判
■
記
上
申
候
我
等
屋
敷 

之
内
家
之
内
老
若
男
女
童
迄
も
此
誓 

紙
ニ
は
つ
れ
申
者
壱
人
も
無
御
座
候
若
心 

中
に
き
り
し
た
ん
を
守
申
儀
茂
御
座
可
有 

□
□

か

と

御
念
之
記
入
ニ
付
而
き
り
し
た
ん
を
起 

請
文
を
仕
上
申
候
て
い
う
す
せ
す
き
り
し
と 

さ
ん
ま
り
や
あ
ん
し
よ
へ
ろ
と
の
御
罰
ヲ 

蒙
り
永
い
ん
へ
る
の
に
お
ち
可
申
候 

こ
ん
せ
い
し
や
し
ゆ
ら
め
ん
と
僞
少
茂
不
申 

上
候
若
少
も
偽
於
申
上
ニ
て
忝
茂 

日
本
国
中
大
小
之
神
衹
八
幡
大
菩 

薩
愛
宕
山
大
権
現
当
国
ニ
て
は
由
原 

八
幡
宮
関
六
所
大
権
現
衹
薗
牛
頭 

□天

王
殊
ニ
氏
神
各
々
御
罰
可
蒙
者
也 

寛
永
拾
弐
年 

 
 
 
 

三
三
下
村
組 

 
 

十
一
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

芦
刈
村 

一
向
宗
市
場
村
正
龍
寺
旦
那 

 
 
 
 
 
 

○印
同 

久
左
衛
門
（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 

良
慶
案
（
花
押
） 

 
 
 

同 

仁
兵
衛 

（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

？
市 

 
 

（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

な
ご 

勘
三
郎 

（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

下
女 

ま
つ 

（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

ろ
う
人 

吉
蔵 

（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

左
吉 

（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

ほ
ん
な
子 

女
房 

（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

同 

お
と
こ
子 

せ
ん 

（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

同 
 

し
お
（
血
判
） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

お
ち 

与
左
衛
門 

（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

お
は 

女
房 

（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

ろ
う
人
お
ち 

市
右
衛
門 

（
血
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○印 

同 

同 

う
は 

女
房 

（
血
判
） 

  
 

男
女
合
十
四
人
○印 

 

片
甚
三
郎
兵
衛
様 

山
本
九
右
衛
門
様 


